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国立がんセンター中央病院小児病棟副看護師長

浜松医科大学付属病院小児科講師

かながわ・がんQOL研究会分科会 星の会

当事者

北里大学病院

北里大学病院

幼児学童病棟係長

小児科医師

会報

第1回日本小児がん看護研究会
幹事：丸光悪（北里大学看護学部）

テーマ：小児がんのこどもの権利と意思決定

日時：平成16年2月14日（土） 13時～19時

皿． 会場：北里大学相模原キャンパス

日r. プログラム
教育講演 「がんの子どもと家族の意思決定を支える看護」

兵庫県看護大学片田範子 座長：森秀子（北里大学看護学部）

パネルディスカッション

パネリスト ・渡遺輝子

－藤井祐治

・白井薫

・高野正

．竹内久恵

・仲舘尚也

II. 

指定発言者

第2回日本小児がん看護研究会（日本小児がん学会・看護セッション）
幹事 ：内田雅代（長野県看護大学）

第2回日本小児がん看護研究会は、日本小児がん学会・日本小児血液学会同時期開催（平成16年ll月

21日～23日）において、第20回日本小児がん学会の看護セッションとして、また、財団法人がんの子供

を守る会と共催でジョイントシンポジウムを開催した。

I .テーマ：小児がんをもっ子どもと家族へのケアの検証と創造

II. 日時：平成16年ll月21日（日） 9時～19時

皿．会場：国立京都国際会館

N. プログラム

教育講演 「セントジュード小児病院における小児がん専門看護師の教育と役割」

九州がんセンター看護師竹之内直子 座長：丸光恵（北里大学看護学部）

ジョイントシンポジウム 1 （日本小児がん看護研究会／財団法人がんの子供を守る会）

「小児がんをもっ子どものトータルケアの現状と今後の課題」

シンポジスト ・医師： 千葉県がんセンター研究局長 中川原章

・看護師： 大阪府立母子保健総合医療センター 渡辺寿美子

・医療ソーシャルワーカー：（財）がんの子供を守る会 池田文子

－教育： 西南女学院大学保健福祉学部 谷川弘治

・ボランティア＆家族：にこにこトマト（京大病院小児科ボランティア）神田美子

＜ランチョンセミナー＞ 「クリニクラウン一入院中の子どもにとってのクラウン（道化師）の存在一」

オランダ・クリニクラウン財団理事長 トム・ダウデ・ファン・トローストウェイク

ジョイントシンポジウム 2 （財団法人がんの子供を守る会／日本小児がん看護研究会）

「治療を終えた子ども達 一小児がん経験者のケアに関するガイドライン作成に向けてー」

シンポジスト ・医師： あけぼの小児クリニック 石本浩市

－看護師： 日本赤十字北海道看護大学 梶山祥子
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－家族： がんの子供を守る会 後藤ゆかり

－小児がん経験者： Fellow Tomorrow 小俣智子

口演演題（一般演題16題）看護師の意識・役割、活動報告、子どもと家族への支援

ポスターセッシヨン（一般演題22題）

口腔・皮膚、子どもと家族のケア、遊び・プリパレーション、家族への支援

第3回日本小児がん看護研究会（日本小児がん学会・日本小児血液学会同時期併行開催）
会長：森美智子（日本赤十字武蔵野短期大学）

第3回日本小児がん看護研究会は、 小児がん学会の看護セッションの立場ではなく、日本小児がん学会

・日本小児血液学会同時期開催（平成17年ll月25日～27日）において、 がんの子供を守る会合む、他の

3団体と併行開催の形で、行った。

I.テーマ：小児がんをもっ子どもと家族へのケアの検証と創造

II. 日時：平成17年 11月25日（金）13時30分～18時、 26日（土） 9時～18時

皿．会場：栃木県総合文化センタ一、宇都宮東武ホテルグランデ

IV. プログラム

1 l月25日

＜ランチョンセミナー＞

口演演題（一般演題15題） 苦痛緩和、子ども・家族の意思決定、日常生活の支援

ポスターセ ッション（一般演題18題） 苦痛緩和、日常生活の支援、チーム医療

1 1月26日

合同メインシンポジウム 「トータルケアの心と実践」

司会：細谷亮太氏（聖路加国際病院）、沖本由理氏（千葉県こども病院）

シンポジス ト

・ Division of Rdiation Oncology, University of Pennsylvania Giulio J.D’Angio 

・聖路加国際病院小児科名誉医長 西村昂三

－北里大学小児病棟

．横浜旭中央総合病院医療福祉相談室

．東北大学小児外科

・聖路加国際病院小児外科

－大阪市立総合医療センター小児血液腫蕩科

＜ランチョンセミナー＞

油谷和子

小俣智子

林富

松藤凡

原純一

教育講演「小児がんをもっ子どもと家族への緩和ケア」

オーストラリア・モナッシュ大学 下稲葉かおり 座長 ：森美智子（日本赤十字武蔵野短期大学）

シンポジウム 「子どもの望む苦痛緩和の実現をめざして」

シンポジス ト

・医師 ： 札幌徳洲会病院

－看護師： 兵庫県立こども病院

－小児がん経験者：

・家族： 星の会II

－家族会：日本大学医学部附属板橋病院・げんきの会

プレナリー：「治療終了後のケア」 （2題）

岡敏明

上坪成子

大学生A

高橋和恵

小松喜久子

ポスターセッション（一般演題19題） 緩和ケア、子ども・家族の意思決定、活動報告
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日本小児がん看護研究会第 l回 関東地方研修会の報告

JSPO Nでは研修部門を設け、看護師の実践

能力向上を目指しています。平成17年2月26日

には神奈川県立保健福祉大学の階段教室をお借り

して、 第 l回関東地方研修会を行いました。研修

会のテーマは「小児がんの症状コントロール」と

し、 4名の講師による講演を行いました。半日の

研修会でしたが、 l12名の参加者が集まりました。

【講演1】 10代患者の心の問題の観点より（北

里大学看護学部丸光悪）では、 10代の慢性疾

患患者の心の問題について看護師を対象とした全

国調査より、小児がん20事例の傾向をまとめて

報告しました。限られた事例数ではありましたが、

症状や身体的苦痛に対する反応として抑うつが多

いこと、 医療者に対して攻撃的・依存的、病棟規

則が守れない、友人ができない、といった入院生

活における対人関係や生活上の問題が多い事を報

告しました。また看護師が対応困難と感じた言動

では、痛みに対する過剰反応、処置等に対する強

い拒否と共に、死にたいといった言動があること

や、家族の不安が高いために子どもの不安をあお

り、悪循環に至るケースが報告されていることも

加えました。話は前後しますが「死にたい」とい

った言動については参加者にも経験のある方が多

く、対応方法について質問をいただきました。ア

ンケートから伺える事は、「死にたい」といった

言動の背景に 「痛みや苦痛から逃れたい」といっ

たニーズが存在するため、死という言葉に惑わさ

れず、まず話を良く聞く事が重要で、あるとしまし

た。またこのような言動がある場合、その言葉を

聞いた看護師がその場できちんと話を聞く事がで

きるように、またその看護師以外のメンバーはど

のように対応するべきか病棟内で具体的なクリテ

イカルパスを作成して準備している思春期病棟の

例を紹介させていただきました。まとめとして、

身体ケアの中でも特に痛みなどの症状のコントロ

ールを充分に行うことが、 10代患者の心の問題

の発生予防につながるのではと提言しました。

【講演2】 症状コントロールの実際（聖路加国
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丸光恵

際病院小児科医師 小津美和氏）は臨床事例を具

体的に示しながら、小児がん患者が苦痛と感じる

症状として、倦怠感、痛み、呼吸困難、不眠・不

穏、などへのアプローチと症状コントロールを通

した精神面への援助についても言及していただき

ました。

アセスメントの問題点としては、痛みに対して

用いるフェイススケールについて、「有用だが何

度も聞くと「知らない」となってしまう」、「子ど

もによって好みのキャラクターに顔を変えるなど

アレンジが必要」と、具体的なアドバイスを頂き

ました。さらに思春期の子どもについては、 言葉

をもっていても語らない、聞く人を選んでいる事

もある、といった発達的特徴があるため最も難し

い発達段階にあるとされました。そして、どの発

達段階の子どもに対しても、アセスメントしたら

何よりもケアとしてフィードパック しなければ意

味がない事、行った治療の再評価が予測と個別性

の高いプランへとつながると強調されました。

痛みに関する介入に関するお話の中では、小児

の薬用量の目安や投与法については大変詳細にお

話いただきました。鎮痛剤については、安全性や

効用についての説明と共に、肝障害の危険性に注

意すればアセトアミ ノフェンの安全性が一番高い

事を強調され、 鎮痛剤の投与に関してWHOの原

則は子どもには当てはまりにくく、例えば「経口

投与を基本とする」という原則は、「子どもによ

って」「好きな経路で」と変更した方が良いこと

や、「効く！」とわかると飲めるように成る子ど

ももいる、と具体的にご説明いただきました。さ

らに処置時に薬物使用を拒否する子どもに対する

説明方法について、「暴れて騒いで、押さえつけら

れ、それから『じゃあ寝て（処置を）やってみる？』

と言われてももっとすごいことをされるんじゃな

いかと思いますよね。」とユーモアも交えてお話

しされながらも、 鎮痛剤を導入する際の看護や説

明のタイミングについて鋭く指摘されました。ま

た持続的な痔痛の場合は子どもが効果を実感でき



るような補足説明が重要である事など、看護師の

役割について多くの示唆を頂きました。

氏ははじめに「症状管理の基本は予測をする事」

と強調されていました。ご講演を通して、「予測

する」には、看護師の子どもの症状に対する意識

の高さやアセスメント能力、そしてそれを看護問

題と して取り上げようとする姿勢が重要であり、

「子どもがどんな症状を感じているだろうか」と

看護師自身がつねに敏感でなければはじまらない

のでは、とあらためて気づかされました。

【講演3】 小児がんの子どもと家族の看護一

化学療法における症状マネージメントを通してー

（千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程

中村美和氏）では化学療法をうける子どもの苦痛

について文献や米国の状況を元に総括的なレビュ

ーをしたのち、口内炎に焦点をあてて看護の実際

をお詔；いただきました。

看護の実際については氏が行った口内炎の症状

マネージメントに関する介入研究の2事例をもと

に、患者・家族のニーズから導く看護目標のたて

方と、情報提供、共感、選択権の尊重などの実際

について、時期別に詳細にご説明いただきました。

がんの子どもの症状は色々あるのに、なぜ「口内

炎」なのか？とはじめは疑問に思う方もいたよう

に思います。しかし氏はまず、小児に多い造血器

系の悪性腫蕩では、固形腫壌の2-3倍高い口内

炎発生率があること、予防法には含轍薬など新た

なものは使用されてはいるものの、決定的なもの

がないこと、研究的にはできてしまった口内炎に

ついてどうケアするかといったケア方法を追求し

た報告が散見されるのみであることなどをあげら

れました。さらに口腔ケアは子どものセルフケア

に依存しているためケア方法の検討のみでは不十

分であり、治療がすすめば一時退院・外泊が多い

ため、口内炎などの症状マネージメントを家族・

子どもが自ら行う必要性があることをあげ、セル

フケアを身につける時期である小児期における看

護上の重要な問題であることをお示しいただきま

した。

事例の口内炎のアセスメン トについては、口腔

粘膜症状についてWHOガイドラインオーラルア
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セスメントガイド7領域を利用したものと共に、

子どもの反応 ・言動などを記したフィ ールドノー

ト、フェイススケールも併用したことを説明され

ました。2事例の看護介入としては、この記録と

検査値の変動をグラフに書き起こして患者・家族

に示しながら、いつどれくらいの程度の口内炎が

発生したかを共有することで、患者・家族の予測

能力を高めたり、口腔ケアの方法やつらいなかで

も意欲的に取り組めるよう意識付けをする過程を

お話いただきました。症状について詳細にかっ系

統的に記録し、 7歳の子どもにもフィードパック

するメリットを痛感させられました。

氏はこの口内炎発症パターンの共有を、白血病

発症から 2ヶ月以降の外泊が多くなる時期に行う

ことを推奨する一方、発症初期には混乱する子ど

もと家族は発生していない口内炎の予防的ケアは

難しいと断言し、看護師がイニシアティブをとっ

て行う重要性を強調されました。さらに看護師の

役割として症状緩和を通して子ども一家族信頼関

係形成を作ること、子どもの対処能力・セルフケ

ア能力の育成の一端を担うことをあげ、特にセル

フケアの如何が症状を左右するものについての看

護の役割を明確にしていただ、きました。

【講演4] 命終わるまでι、ある医療を・
（星の会小原弘子氏）では、 3年3ヶ月の闘病

生活の後に亡くなったご子息と家族の体験をお話

頂きました。 10の病院を訪ね歩き、 6カ所の病

院で入退院を繰り返した自らを「ガン難民」と形

容され、 「ママ、僕、頑張るから助けてよ」とい

う子を「助けたい」と思う親の気持ちは間違って

いますか？と呼びかけられました。そして、医療

者の心ない言葉や治療態度にいかに傷つけられた

か、また気持ちが和らいだ言葉や対応がどのよう

なものだ、ったのか、その時々の状況を詳しくお話

くださいました。

今回の研修会のテーマである「症状」に関して

は、同じ看護師として胸が苦しくなるようなエピ

ソードもありました。それは、人工呼吸器を装着

していたご、子息のエアーマットの空気が抜けてし

まい、なおかっそれに家族が気づいて看護師に知

らせても注意深くチェックするなどはしてもらえ



ず、「大丈夫」と取り合ってくれなかったという

エピソードでした。結果として、ご子息の背部に

はIOcm大の祷創がで、きてしまい、人工呼吸器を

装着しながら体位交換をせざるを得ず、それを見

るのがどんなにつらく、無念なものであったかを

お話になりました。同じ症状でも看護師の不注意

による単純なミスから来る症状であれば、どんな

に必要なケアであっても精神的に受け入れるには

本当に厳しいものがあると思います。事後のアン

ケートではこのほかにも様々に語られた医療の実

態について、「信じられない」「コメントすること

もできない」とショックを受けたという内容が多

く書かれてありました。

様々な専門医や病院施設での体験が語られる中

で、「闘病生活が長くなるにつれ謙虚な態度をと

るように心がけた、「何でこんな扱いを」と思っ

てもぐっと我慢するようになった」、との言葉に

冒
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A

司
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は、このような患者・家族に向き合う医療者とし

ての視点を教えていただ、いたように思います。最

後にいただいた「言葉にできない声がたくさんあ

る。聞こえない声に耳を傾けられる人」になって、

というメッセージを真塾に受けとめたいと思いま

した。

事後アンケートでは、多くの方々より大変好評

をいただきました。今後もこのような研修会を開

催して欲しいという希望も多く、研究会としても

応えていきたいと考えています。

丸光恵： REPORT②日本小児がん看護研究会

第 l団関東地方研修会報告、がん看護、 338-

341、2005より著者一部改変



研究委員会報告

・下記の研究を本研究会の研究活動の事業のーっとして位置づけ、活動してきました。

平成16-19年度科学研究費補助金基盤研究（B)(2) 

「小児がんをもっ子どもと家族の看護ケアガイドラインの開発と検討」

【はじめに】

わが国の小児がんの治療は、専門医によるグループスタディや造血細胞移植等さまざまな治療法の開発

により進歩してきましたが、このような子どもや家族のケアは未だ十分とはいえず、私達は、平成16-

19年度の科学研究費補助金をうけ、子どもの小児がん発症直後から治療終了後のケアまで、医療・教育・

福祉・地域の連携を視野に入れて，看護としてどのようなことが求められているのかをふまえ、ケアを行

う看護師への支援に繋がる看護ケアガイドラインを開発し検討するために本研究に着手しました。

【研究経過］

平成16年度は、国内および海外の文献検討を実施するとともに、第2回小児がん看護研究会の発表演題

の内容の分析等を通して、小児がん看護の課題を明確にすることで、看護ケアガイドラインの項目および

内容の検討に、役立てていきたいと考えました。

平成17年度は、 1）わが国の小児がんをもっ子どもと家族がどのようなケア環境に置かれているかを把

握する、 2）小児のがん看護に携わる看護師の日常ケアに対する認識を知ることを目的に、全国の小児が

んの子どもが入院していると思われる病院の看護部長を介して、病棟師長および看護スタッフへの調査を

依頼しました。現在、その結果を分析中です。

【今後の活動計画】

質問紙調査結果の分析を進め、さらに看護師の認識を深く探るために、面接調査を予定しています。こ

れらの結果を詳細に記述し、平成18年度末には看護ケアガイドラインを作成し、平成19年に、そのガイ

ドラインの普及のための研修会を計画しています。研修会を実施しながら、ケアガイドラインの評価・検

討を重ね、改訂していくことにより、よりよい看護ケアガイドラインの作成へと繋げていきたいと考えて

います。

平成16-19年度科学研究費補助金基盤研究（B)(2) 

「小児がんをもっ子どもと家族の看護ケアガイドラインの開発と検討」

研究代表者内田雅代

日本小児がん看護研究会会長梶山祥子
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役員会報告

2003年度活動報告

1.役員会：年5回実施し、議事内容は会員用MLにて逐次報告した。

2.第l回日本小児がん看護研究会：

平成16年2月14日、北里大学にて、「がんの子どもと家族の意思決定」をテーマに開催し、

216人の参加があった。

3.ニュースレター：第 l号を平成15年10月に発行した。

4. 2003年度会計報告： 2004年度研究会予算の決算額の欄を参照。

2004年度活動報告

1.役員会：年6回実施し、議事内容は会員用MLにて逐次報告した。

2.第2回日本小児がん看護研究会：

平成16年11月21日（日）に「小児がんをもっ子どもと家族のケアの検証と創造」をテーマに、

京都国際会館にて、第20回日本小児がん学会 ・第46回日本小児血液学会同時期開催において、

日本小児がん学会看護セッションとして開催した。約450人の参加があった。

3.ニュースレター：第2号を平成16年5月に発行した。

4. 2004年度会計報告： 2005年度研究会予算の決算額の欄を参照。

2005年度活動報告

1.役員会：年5回実施し、 議事内容は、会員MUこて逐次報告した。

2.第3回日本小児がん看護研究会：

第21回日本小児がん学会・第47回日本小児血液学会同時期開催において、第3回日本小児が

ん看護研究会（会長森美智子）として、宇都宮にて併行開催し、約400人の参加があった。

3.ニュースレター：第3号を平成17年6月に発行した。

4.研究会誌の発行：創刊号を平成18年3月発行。

5.研究活動：

科研「小児がんをもっ子どもと家族の看護ケアガイドラインの開発と検討」を研究会事業とし

て行う。平成18年2月～3月に全国調査実施。

6.研修会活動：

第3回関東地方研修会を平成18年3月19日に幕張メツセにて開催。

7. 2005年度予算： 2005年度研究会予算を参照．
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第4回日本小児がん看護研究会の開催にあたって

第4回日本小児がん看護研究会

会長安達弘美

（大阪府立母子保健総合医療センター）

第4回日本小児がん看護研究会を平成18年11月24日（金） ・25日（土）の両日、大阪国際会議場で開催す

るにあたり、ご挨拶を申し上げます。

本研究会は、第22回日本小児がん学会、第48回日本小児血液学会、第3回血友病看護研究会、同時期

開催（平成18年ll月24日～26日）において、併行開催します。

子どもたちが受ける医療や看護は、子どもの視点で提供され、子どもにとって最善のものであるべきで

す。第4回は闘病生活を支える心の癒しとは？をテーマに、 子どもの立場に立つべき専門職が子どもの療

養環境を考える機会にしたいと思います。

シンポジウム「子どもと家族の心の癒し」では療養環境や笑いをテーマに、癒される療養環境とはどう

いうものか、入院生活を送る子どもたちが求めているものは何なのか？について考えるために、教育講演

およびシンポジストに、笑いや癒しを提供する活動を続けていらっしゃるゲストをお招きします。

合同ジョイントシンポジウム「トータルケアと子どもの権利」では、全国の小児病院の子どもたちの教

育・アメニテイ・ボランティア活動・面会の基準などについての療養環境を調査し、現状の問題や子ども

たちの権利を守るための努力や工夫など、子どもに関わる専門家とともにディスカッションができればと

考えています。

日常生活の支援とケア、子ども・家族の意思決定を支える看護、退院後の学校復帰の問題、緩和ケア、

外来化学療法を受けている子どもの看護など、テーマを問わず多くの演題発表をお願いいたします。また

活発な意見交換の場とできますよう多くの皆様の参加をお待ちしています。どうぞよろしくお願い申し上

げます。
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日本小児がん看護研究会会則

第1章総則

第 I条本会は、日本小児がん看護研究会 (Japanese

Society of Pediatric Oncology Nursing -

JSPON）と称する。

第2条本会に事務局を置く。

第2章目的および事業

第3条本会は小児がんの子どもと家族を支援する

看護実践と教育の向上と発展に資すること

を目的とする。

第4条本会はその目的を達成するため、次の事業

を行う。

研究会の開催

一機関誌の発行

一 小児がん看護の実践、教育、 研究に関

する情報交換

四各地の親の会との交流

五 その他本会の目的達成に必要な活動

第3章会員

第5条本会の会員は次のとおりとする。

一一般会員

二賛助会員

第6条会員は小児がん看護の実践、教育、研究ま

たは小児がんの子どもと家族への支援に携

わっており、本会の主旨に賛同するものと

する。

2 会員は研究会への発表、機関誌への投

稿とその配布を受けることができる。

第7条賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の目

的達成に協力するために入会を希望して役

員会の承認を得るものとする。

2 賛助会員は機関誌等の配布を受けるこ

とカまできる。

第4章会費

第8条本会の会費を以下のとおりとする。

一般会員年額5,000円

一賛助会員年額個人 I口10,000円

法人 l口50,000円

第5章役員

第9条本会に次の役員をおく。

会長 l名

副会長 2名

幹事 若干名

監事 3名

2 幹事の中で庶務担当者、会計担当者、

研究会担当者、機関誌担当者、広報担当

者をきめる。

3 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第6章会議

第10条本会に次の会議をおく。

役員会

二総会

2 役員会は年3回開催し、活動計画、予

算案を作成し計画に基づいて会の運営を

行つ。

3 総会は年 l回開催し、役員会は総会に

おいて実施した活動内容および活動計画、

決算および予算案を報告する。

第7章委員会

第ll条本会に必要な委員会をおき、委員長をおく。

各委員会

研究委員会

一 研究会誌 ・編集委員会

一 研修委員会

第8章会計

第12条本会の会計は下記による

会費

二本会事業に伴う収入

第9章会則の変更

第13条本会の会則を変更する場合は、役員会の議

を経て総会に報告する。

第10章雑則

第14条 この会則に定めるものの｛也、本会の運営に

必要な事項は別に定める。

第11章付則

・この会則は2003年2月8日から施行する。

．この会則は2004年5月15日から施行する。

Fh
d
 

円

j



「小児がん看護」投稿規定
1 .投稿者の資格

投稿者は本研究会会員に限る。共著者もすべて会

員であること。但し、編集委員会から依頼された原

稿についてはこの限りではない。

2.原稿の種類は原著、報告、論説／総説とする。

1 ）原著：主題にそって行われた実験や調査のオリ

ジナルなデー夕、資料に基づき新たな知見、発

見が論述されているもの。

2）研究報告： 主題にそって行われた実験や調査に

基づき論述されているもの。

3）実践報告：ケースレポート，フィールドレポート

など。

4）論説 ：主題に関する理論の構築、展望、提言。

総説 ：ある主題に関連した研究の総括、文献について

まとめたもの。

5）その他

3.投稿の際の注意

1 ）投稿論文の内容は、他の出版物（国内外を問わ

ず）にすでに発表あるいは投稿されていないも

のに限る。

2）人を対象にした研究論文は、別紙の倫理基準に

適合しているもので、対象の同意を得た旨を明

記する。また学会、公開の研究会等で発表した

ものは、その旨を末尾に記載する。

4.著作権

1 ）著作権は本研究会に帰属する。掲載後は本研究

会の承諾なしに他誌に掲載するこ とを禁ずる。

最終原稿提出時に、編集委員会より提示される

著作権譲渡同意書に著者全員が自筆署名し、論

文とともに送付すること。

2）本研究会誌に掲載された執筆内容が第三者の著

作権を侵害するなどの指摘がなされた場合には、

執筆者が責任を負う。

5.原稿の受付および採否

1 ）投稿原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定

する。

2）編集委員会の決定によって返送され、再提出を

求められた原稿は原則として 3ヶ月以内に再投

稿すること。

3）編集委員会の決定により、原稿の種類の変更を

投稿者に求めることがある。

4）投稿された論文は理由の如何を問わず返却しない。

5）著者校正 著者校正を l回行う。但し、校正の

際の加筆は原則として認めない。

6.掲載費用

1 ）掲載料規定枚数を超過した分については、所

要経費を著者負担とする。

2）別刷料別刷はすべて実費を著者負担とする。

3）その他 図表等、印刷上、特別な費用を必要と

する場合は著者負担とする。

7.原稿執筆の要領

1 ）原稿の書式はA4サイズで I行全角35字、 1ペ

ージ30行で15枚以内図表を含む）とする。超過
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分の必要経費および別刷代金は著者負担とする。

また、査読後の最終原稿の提出の際には、氏名、

機種を明記した 3.5インチ・フロッピー（テキ

ストファイル形式）または、 CD-ROMを添付する。

2）原稿は新かなづかいを用い、楢書にて簡潔に記

述する。

3）外来語はカタカナで、外国人名、日本語訳が定

着していない学術用語などは原則として活字体

の原綴りで書く。

4）見出しの段落のはじめ方は、 I.,II.・・・、 1., 2. 

・、 1),2) ・・・、 ①，②・・・などを用いて明確

に区分する。

5）図・表および写真は、原稿のまま印刷するため、

明瞭に墨書されたものに限り、挿入希望箇所を

本文中に明記する。

6）文献記載の様式

(1）文献は最後に筆頭著者の姓のアルフアベット

順に一括して記載する。引用文献は文中の引用

部分の後に（ ）を付し、そのなかに、著者の

姓および発行年次（西暦）を記載する。

(2）記載方法は下記の例示のごとくする。

①雑誌掲載論文・ ・・ 著者名 （発行年次）：論

文表題．雑誌名，巻（号），頁．

②単行書 ・・・ 著者名 （発行年次）：本の表題．

発行地，発行所．

③翻訳書・・－著者名（原稿のまま）（原書発行

年次） ／訳者名（翻訳書の発行年次）：翻訳書表題．

発行所．

7)原稿には表紙を付し、上半分には表題、英文表題、

著者名（ローマ字も）、所属機関名、図表および

写真等の数を書き、キーワードを日本語・英語

でそれぞれ3～5語程度記載する。下半分には

朱書で希望する原稿の種類、別刷必要部数、著

者全員の会員番号、編集委員会への連絡事項お

よび連絡者の住所氏名などを付記すること。

8）原著は、 250語前後の英文抄録ならびに400字

程度の和文抄録をつけること。英文抄録は表題、

著者名、所属、本文の順にダ戸プルスペースでタ

イプする。

8.投稿手続き

1 ）投稿原稿は3部送付する。うち、 l部は正本とし、

残りの2部は投稿者の氏名および所属等、投稿

者が特定される可能性のある内容をすべて削除

したものとする。

2）原稿は封筒の表に「日本小児がん看護研究会誌

投稿論文lと朱書し、下記に簡易書留で郵送する。

付則

干1808618 東京都武蔵野市境南町1-26-33 

日本赤十字武蔵野短期大学

日本小児がん看護研究会編集委員会事務局

FAX : 0 4 2 2 -3 1 -3 4 6 3 

この規定は、平成16年11月20日から施行するの

この規定は、平成17年7月24日から施行する。



論文中の個人情報保護にかかわるガイドライン

日本小児がん看護研究会では、論文中の個人情報保護にかかわるガイドラインを「疫学研究に関する倫

理指針」（平成14年6月17日 文部科学省・厚生労働省発行）に準拠し作成したので、投稿の際には、下

記の基準に従って作成してください。

1 .対象となる個人情報

本ガイドラインにおける「個人情報」とは、その個人が生存するしないにかかわらず、個人に関する情

報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることに

なるものを含む。）をいいます。

2.論文中の個人情報

論文中には、以下の項目に関して個人情報が含まれている可能性があります。個人情報保護のための配

慮、として、該当部分の削除、匿名化、概略化を行って下さい。匿名化とは、個人を識別することができる

情報の全部文は一部を取り除き、代わりにその人と関わりのない符号又は番号を付すことをいいます。具

体的な匿名化、概略化の例を以下に示します。

＜研究方法＞

・調査対象や調査施設、調査地域などに個人を特定しうる名称や生年月日、固有名調（病院名や市町村

の名前など）を含まないように匿名化して記載してください。

例： 東京都 → A県

－実際の人口や世帯数、入院日数などの数値は地域や個人の特定につながる可能性がありますので、例

のように概略化を行ってください。

例： 人口 83,823人→人口約8万4千人

＜研究結果＞

－個々の事例の記載について前述の個人情報に該当するものがないかご確認ください。

＜謝辞＞

・病院名、個人名などが含まれる謝辞は研究対象者個人の識別が可能になる場合があります。

上記以外にも個人を特定できる情報はありますので、個人情報保護のための表現上の配慮をお願いします。

3.個人情報の保護に関する責任

論文中の個人情報の保護に関して問題が発生した場合は著者がその責任を負いますので、確認および個

人情報保護のための表現上の配慮を著者の責任において確実に行ってくださるようお願いいたします。

平成16年11月21日

日本小児がん看護研究会
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編集後記

待ちに待った「小児がん看護」第l号をお届けすることができましたことを大変嬉

しく思います。編集委員は下記の3名でしたが、編集にあたっては研究会メンバーの

方々の協力を得て完成させることができま した。「小児がん看護」は、臨床 ・教育か

らの情報発信の場と して、 また会員が相互に研鏑する場として広く活用できるよう充

実を図っていきたいと思います。これからの小児がん看護研究会がさらに発展できる

よう編集委員一同取り組んで、まいりますので、よろしくお願いいたします。皆様から

の投稿論文・ご意見をお持ち しています。

野中淳子

編集委員

委員長：森美智子（日本赤十字武蔵野短期大学）

委員：野中淳子 （神奈川県立保健福祉大学）

委 員：佐藤美香 （日本赤十字武蔵野短期大学）

平成18年3月発行

発行所 日本小児がん看護研究会、編集委員会

干180-8618

東京都武蔵野市境南町ト26-33

電話 0422-3ト0116

代表梶山祥子

製作 日本小児がん看護研究会

印刷ムサシプレス株式会社
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